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1.は じめ に

1985年 以降か ら引き続 いた円高は1990年 代 のクロバール化の流れ に ともない 日本

に過剰黒字 を増大 させ た。 この よ うな貿易不均衡 は貿易相手国 との摩擦 の要因 とな

り、 日本政府 には経済のグ ロバール化 に対応 できる新 たな政策 を求 め られ た。そ し

て、 日本国内の製造企業 の海外進 出による逆輸入お よび製 品輸入 の増加 な ど輸入依

存度 が高 くな るとともに 目米構 造協会 において 日本 の輸入施設整備 が不十分である

こ とが円滑な輸入 を防げる とい う問題 が指摘 され た。 そ して、貿易不均衡 の解決 と

ともに輸入貨物 の効率的かつ迅 速な流通 を図 るとともに国内産業の振興のための政

策 として1992年7月 に 「輸入促進及び対内投資事業の 円滑化 に関す る臨時措置法」

(以下、FAZ法 と称す る)を 施行 したのである。

そ こで、22地 域(港 湾17地 域 、空港6地 域:宮 城 県は港湾 と空港 の両方を対象 に

す る)が 輸入促進地域 として指定 され た。 同地域おいては輸入貨物 の円滑な流通 の

ための輸入促進基盤整備事業 、すなわち、輸入貨物の取扱 いが効率 的に行 われ る荷

捌 き施設、保 管施設、流通加 工施設 、展示施設 な どに対す る支援措置法であ る。輸

入促進地域 内の輸入貨物の管理運営に対 して非輸入促進地域 よ り制度 的に規制緩和

が されてい る。港湾 の背後地 にお ける輸入貨物取扱い整備施設の拡充 および管理運

営 の規制緩和の推進 は輸入貨物流通の円滑化及 び輸入貨物 の拡大 を狙 った ものであ

る。輸 入貨物 の98%以 上 が海上輸送 であ り、2000年 度 に は外貿 コンテナ貨物量 が

11,D28万 トン(ト ランシ ップ貨物 を含 めて)、輸入 コンテナ貿易額が16.4兆 円に至っ

ている1日 本では輸入貨物 の管理運営 の重要度 はますます高 くな ると思われ る。

1(社)日 本 港 運 協 会
、 「数 字 で 見 る 日本 の港 湾2002」2002、pp15～16
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従 って、本稿 では 日本 のFAZ法 の導入 による輸入促進 とともに輸入貨物 取扱 いの

変化 お よび現状 を検討 し、港湾 の輸入促進地域 にお ける輸入貨物の 円滑 な流通に視

点 をおいてFAZに ついて考 えてみたいのであ る。

2.輸 入促 進 地 域 の 現 状

1)FAZ法 制定の背景

輸入促進 に関す る政策は、1980年 代 か ら引き続 いた米国 と日本 貿易 の不均衡お よ

び 日本 の貿易不公正 によ り日米通商摩擦が生 じて米 国の 日本 に対 しての市場 開放要

求 は一層 に激 しくなった(表2-1)。 そ こで、輸 出指 向貿易構造 か ら輸入指 向貿

易構造へ の転換 によ り日本 は輸入促進政策 を積極的 に押 し進 めた。 その結果 、輸

入促進事業政策 の1つ と して 「輸入 の促進 お よび対 内投資事業の 円滑化 に関す る臨

時措置法」が立案 された。

表2-1日 本の対米貿易推移 (単位;100万 ドル)

年度/国 名 1985 iii 1990 X993 1999

*北 米
輸出

輸入

69,798

30,5s6

96,058

50,345

97,049

60,{61

111,702

63,322

135,004

74,820

米国
輸出

輸入

65,278

25,X93

S9,634

42,073

9D,322

52,369

105,405

55,236

128,089

G6,X42

出所:石 井 一 生著 、『日本 の貿易55年 』 日本 貿易振 興会、2000年 、pp301～304

*北 米 米 国およびカナダの合 計額

■ヒ記 のよ うな対米貿易構造 か らFAZ法 が立案 されたのであ る。FAZ法 は、1992年

3月31日 付 け法律22号 に制定 され て2002年12月11日 法律149号(未 施行)ま で9回

の改正が行 われた。立法 口的 として第1条 に、 「この法律は、最近 におけ る我が国を

取 り巻 く国際経 済環境 の変化 な どに対応 して、港湾または空港及びその周辺の地域

において行 われ る輸入 を支援す るた めの措置な どを講ず るとともに、対内投資事業

者 の事業 の実施 を円滑 に進 めるた めの措置 を講ず ることに よ り、国民経済及 び地域

社会 の国際経済環境 と調和 のある健全 な発展 を図 り、 あわせて国民生活の向上お よ

び国際経済交流 の促進 に寄与す ることを 目的 とす る」 と明記 している。つま り、地

域 における輸入促進 に寄与す る事業を支援す るた めの措置 として港湾お よび空港の
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周辺 で輸入貨物 が集 中 してい る地域 の輸入施設整備事業 の促進及び輸入貨物の流通

を分散 させてい く地域 に対 して優先的 に整備 して、輸入貨物施設整備 の不足 を解消

し、効果的に輸入の促進お よび円滑 な輸入貨物取扱 いによ り輸入貨物を流通 させ て

貿易不均衡 を解消 し、素早 く変化す る国際貿易の環境 に対応 できる輸入促進 事業で

あ る。

2)FAZ法 の主な 内容

(1)FAZ法 の定義

本法の第2条 には、輸入促進基盤整 備事業 とは、港湾または空港お よび その周辺 の

地域 において行われ る事業であって、輸入 され た貨物の措置 、加 工、展示または運

送 の事業、そ の他 の輸入貨物 を取 り扱 う事業である と定 めてい る。輸入促進 地域 に

おいては、輸入貨物 の物流について直接提供 され る荷捌 き施設、保管施設または流

通加 工施設 とともに施設 を利用す る卸 ・小売業者、運輸業者 な どの行 う輸入 関連事

業 を支援 す る施設 を設置 しなければな らない と定めている。 つま り、FAZ法 に基づ

き、港湾 お よびその周辺地域 を輸入促進地域 とす る都 道府県 な どの計画 を承認 し、

輸入促進事業 を行 う第3セ クターな どに対す る出資 を支援す る とともに輸入 関連企

業 を支援す ることである。

(2)FAZ施 設の 内容

輸入促進 基盤施設事業は、輸入 貨物 の取扱 い事業者 の共同利用施設の整備 、 これ

に必要 な土地 を構成す るとともに輸入手続 きの支援策 であ り、輸入促進 に寄与す る

と認 め られ る円滑 な輸入貨物流通促進事業である。 そ して、第3セ クターによって

運営が行 われ る。 この よ うな輸入促進基盤施設 は、FAZ施 設 として次の類型 に分 け

られ、FAZの 必要条件 に なってい る(表2-2)。 そのなかで第1号 施設 お よび第

2号 施設 を必ず設置す ることを定めてい る。
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表2-2FAZ法 施行令で定めるFAZ施 設の類型

荷捌き施設1保 管施設 または輸入 貨物 に改装 、仕分けその他 の手入れに提供

する施設

輸入貨物を取り扱 う事業の業務 を支援する事業の事業場 に提供する施設および

輸入の促進 に寄与する新商 品(部 品を含 む)の 開発または輸入貨物の円滑化

のための技術 に関する研 究開発 に提供する施設 、展示施設 、見本 市場施設な

ど運輸業(倉 庫業を含む)に 提供する施設

輸入貨物の加 工、製造 に提供する施設卸業者 、小売業者 に提供する事務所ま

たは店舗および輸入業務を取 り扱う公共機 関

出所=総 務省 、「地域輸入促進における政策評価書」2003年 により再作成

また、輸入促進事業 はFAZの なかでは効率的な輸入貨物流通のための制度 を次 に

よ うに設 けた。

表2-3円 滑な輸入貨物流通のためのFAZ内 の制度

総合保税 整備された輸入促 進地域の土地や施設の内、総合保税地域の基 準に適合

地域制度 する地域について通関するまでの関税や内国消費税の支払いが留保される。

特定集積 輸入促 進地域のなかで卸売業 、加 工業、物流 業など輸入 関連業者の集

地域 積を特 に促進することが地域輸入促進計画によって認 められた地 区である。

出所:小 林 照夫編 著 『現代 日本経 済 と港 湾』成 山堂 、2001年 、147pに よ り再構成

(3)FAZの 体系 と支援策

FAZの 指定の手続 は主務大 臣2が 輸入促進 地域 に関す る地域輸入促進指針 を定 め

都道府 県お よび指定都市が地域輸入促進計画 を策定 した計画書 に主務 大臣が同意 し

て輸入促進基盤施設事業が行 われ る。 その うえに、輸入促進お よび対内投資法 に基

づ き、港湾お よび空港 並びにそ の周辺の地域 にFAZを 設 けて、 このFAZ内 に輸入 に

関わ る施設や事業 を集 積す るた め中核 的な施設 の整備 を行 う第3セ クターに対す る

2主 務大臣は、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣および総務大臣を称する

154



研究論文●港湾物流におけるFAZについての一考察

出資支援 をす るとともに この地域へ の輸入 関連企業の集積お よび事業活動 を支援 す

るものである(表2-4)。

表2-4FAZの 主な体 系および支援策

輸入促進措置

①輸入促進地域 における輸入促進基盤施設事

業 に対する支援措置

(要件)

一一主務 大 臣による地域 輸入促進 指針 の策 定

一都道府県による地域輸入促進計画の作成

一主務大臣による地域輸入促進計画の同意

一産業基盤基金による出資および債務保証

一総合保税地域制度の活用

一輸入促進高度化施設を特定施設に追加

②輸入貨物流通促進事業に対する支援措置

(特定集積地区に限る)
一中小企業信用保険の特例

一産業基盤整備基金による債務保証

一特別土地保有非課税

③特定の製品を輸入するものに対する支援措置
一産業基盤整備基金による債務保証

一中小企業信用保険の特例

対内投資事業円滑化措置

① 対 内投 資事 業を支 援す る事 業

に対する支援措置

一従業員に対する研修

一調査、指導助言、情報提供、

②産業基盤整備基金 による出資

③ 特定の対 内投 資事業者 に対す

る支援措置

一 国際経 済環境 と調和 す る発 展

に投 資すること

一国民の消費生活の向上 に投資

すること

一技術 ・知識 の交流 に投 資す る

こと

一産 業基盤整 備 基金 による債 務

保証

一課税特例

一中小企業信用保 険の特例

出所:(社)日 本 物流 団体連 合会 「数字 で見 る物 流2002」2002、234p

(4)FAZ事 業 の設定 に関する要件

FAZに 設 け られ る とともに地域 輸入促進指針 として次 の様な事項 が定 め られ てい

る。輸入促進地域 に指定 され るためには、都道府 県は地域輸入促進指針 に基づ きF

AZ指 定 を要す る都道 府県 に対 して集積状況 か らみて相 当程度 の輸入の促進お よび

輸入促進施設 の整備 が確実 に行 われ る見込みで ある対象 について指定都市 は地域輸

入促進計画 を作成す るので ある(表2-5)。 しか し、輸入促進地域 の活性化 のた
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めに中小企業が積極的 に参加す るよ うな要件 を緩和す る必要 がある と思 われ る。 下

記 の要件 に適合 す る地域は主な港湾お よび空港 であ り、地方地域 において輸入貨物

量お よび施設整備 ・物流事 業者や総合保税施設 の指定 に必要 な土地お よび輸入貨物

の流 通保管施設 を備 えてい る地域が少 ないので ある。

表2-5FAZ事 業 の設定 に関す る要件

1.輸 入促進地域の設定に関する事項

一港湾または空港およびこれらと密接性などを有する周辺地域に含 まれること

一相 当量の輸入貨物が流通 し
、または流通することが見込まれること

一輸入 に係 る行政手続きの実施体制および貨物 に係 る施設整備状況 ・物流事業

者などの集積状況から見て相 当程度の輸入促進効果が認 められること

2輸 入 貨物の流通に関する目標の設定 に関する事項

一輸 入促 進地域 にお ける輸入 貨物の流通の促進効 果が生じる目標年 次ならび に

輸入貨物の流通促進 の方 向および 目標年次 における目標水準を明らかにする。

3輸 入促進基 盤整備事業および輸入貨物流通促進事業の支援に関する事項

一輸入促進地域 において支援 措置の対象 とす べき輸入促進 基盤整備事業および

輸入貨物流通促進事業の概 要を明らかにすること

4輸 入促進地域 内の国際経済交流施設の整備の方針 に関する事項

一輸入促進地域基盤整備 事業または輸入 貨物 流通促進事 業との関係 について輸

入促進地域国際経済交流施設の整備の方針を明らかにすること

5そ の他輸入促進地域 における輸入の促進 に関する重要事項

一輸入促進 に関する輸入手続きなどに係る措置

一地域振興 ・整備 に関する各種 の計画 との調和

出所=通 産省 資料 「FAZの 概 要 」2003年 に よ り作成

上記 のよ うな、FAZ地 域 の施設整備事業 を進 める とともに積極的に推進 しなけれ

ばな らないのは輸入貨物の迅速 な通 関手続 きである。故 に、 「表3-2」 に言及 した

「総合保税地域」3制 度 を各地域 に採 り入れ るべ きである。

3総 合保税地域:1
、外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置または内容の点検若 しくは改装、

仕分けその他の手入れ2、 外国貨物の加 工又はこれを原料とする製造3、 外国貨物の展示

又はこれに関連して使用する団地および施設をいう。
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3.輸 入 製 品 にお け る輸 入促 進 地 域

1985年 以降、 日本 の輸入促進事業の推進お よび円高 の影響 による 日本企業の海外

進 出の増加 に ともない国内産業構造 同様 に貿易構造 も変化 した。1990年 代以降の引

き続 く円高 による 日本 内生産の製品の国際競争力 の低下および東アジア諸国の技術

向上に よ り製品、半製品 と逆輸入製 品の輸入 が持続的 に増加 した。 このよ うな輸入

製品の増大 とともに産業構造の変化 に よる輸入製 品の特徴 は多様 多品種 ・小 口 ・多

頻度出荷で あることか ら港頭地 区内の保 管施設 、上屋、倉庫 な どの輸入貨物、取扱

い施設 の重要性 が高ま った。 また、貨物 によっては機能 的に品質の高い保 管を必要

す る。 したが って、不適切 な貨物取扱 い施設お よび煩雑 な通関手続 きによる貨物 の

搬入 ・搬出の遅延 が荷主へ の貨物 引き渡 し遅延 とな り、物流 コス トの増加 と リー ド

短縮 の阻害要因を招来す ることか ら日本 の港頭地 区での貨物取扱 い施設 において は

益々増加 す る輸入製品に対す る保管施設 お よび荷捌 きか ら輸入製 品の値札付 け、包

装、加工な ど流通加 工が可能な総合的 な輸入製 品の保管管理施設 とともに一層簡素

な通 関手続 きが求 め られ るよ うになった。

そ こで、FAZに おいて輸入促進事業 としての輸入貨物 取扱い整備 事業は輸入貨物

取扱 いの問題 点の解消 を可能 とす るFAZ内 での輸入製 品の付加 価値 の高い保管管理

お よび港湾物流の 円滑な流通が期待 され る。

1)FAZ施 設の整備状況

FAZ計 画の達成 に資す るた めに民間事業者 な どによるFAZ施 設の整備 に合 わせ て

必要 な港湾お よび空港その他 の施設 の整備 の促 進に努 め るな ど、制度 的にFAZ施 設

と輸入関連イ ンフラの整備 が進 め られた。 なお、 円滑な輸入貨物流通のためにFAZ

事業 についてr民 間民 間事業者 による輸入促進基盤i整備 事業に係 る施設 の整備 と合

わせ て、港湾お よび空港その他 の公共 イ ンフ ラが整備 され るの は不可欠 で ある。」

(通商産業省貿易局輸入課編)と 強 く示唆 されてい る。

港湾 の施設整備 が重要である と取 り上 げたのは、港湾の国際競争力 の低下か ら国

際物流環境 の変化 および海 上輸送 コンテナ船舶大型化の趨勢 に対応す るた めに 日本

では、大型船舶の接岸が可能 なコンテナ ター ミナル施設整備 な ど港湾イ ンフラ整備

事業 に積極的 に取 り組み押 し進 めてい る。 しか し、ハー ド側面の改善 とともに高い

港湾利用料金、簡素 な輸入貨物手続 きな どソフ ト側面での改善 を早 めに行 わなけれ

ばな らないのであ る。 従 って、 この ような課題 の解 消の一環 として期 待 され るFAZ

を設置 して活用することが輸入貿易の促進のためには必要である。そ こで、現在設置
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され てい るFAZの 地域 名 お よび基盤 施 設 な どの整 備 状 況 は次 の よ うで ある(表3-1)。

表3-1FAZ地 域名および基盤施設 と整備状況

地域名 承認年月 FAZ施 設 の整備 と岸壁の整備 の整合状況 岸壁の整備状況

青森 県 ・ 1996年3月 外 国貿易 による輸入貨物 を取 り扱 うた 2000年 に八太 郎

八戸港 めに必要 とされる水深10m以 上の岸壁 埠頭に多目的外

が8バ ー ス 、 八 戸 港 貿 易 セ ン ター お よ 国貿易 ター ミナ

び八戸港 国際物流 ター ミナル を開業 ルを整備

宮城 県 ・ 1995年3月 港 湾)水 深12m岸 壁1バ ー ス を 始 め 、 外貿 コンテナに

塩 釜 港 ・ 外国貿易 による輸入貨物 を取 り扱 うた 対応可能な14m

仙台空港 めに必要 とされ る水深10m以 上の岸壁 岸 壁1バ ー ス

9バ ー ス 、2000年 に仙 台 ビ ジネ ス サ ポ ー

トセ ンター が 開業

空 港)滑 走 路2,500m、3,000m延 長

茨 城 県 ・ 1990年8月 輸入促進基盤整備事業は港湾の整備状

常陸那珂港 況に合わせて段階的に実施を進めてい

る

川 崎 市 ・ 1994年3月 水 深10m以 上 の岸 壁 が15バ ース 、大 水

川崎港 深14m、1バ ー ス の整 備 に合 わせ て1998

年に川崎FAZ物 流センターが開業

横 浜 市 ・ 1994年3月 既存 の施設 を始 め、水深lOrn以 上47バ ー 2001年 に 、 水 深

横浜港 ス と ともに、1998年 に横 浜港 物 流 セ ン 15m岸 壁1バ ー

タ ー 、1999年 に横 浜 ワー ル ドポ ー タ ー ス 、 水 深16m岸

ズが 開業 壁 バ ー ス

新 潟 県 ・ 1996年8月 大 型 外 貿 コン テナ 埠 頭 の水 深14m、1

新潟港 バ ー スの整 備 を始 め 、水深10m以 上10

バー ス とともに定温 ・薫蒸保管施設が

開業

静 岡県 ・ 1996年3月 水 深10m以 上 の 岸 壁 が20バ ー ス 、1998

清水港 年 に興津国際流通セ ンターが開業
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舞鶴港 1995年3月 水 深10m以 上 の 岸 壁 が5バ ・一 ス 、1997

年倉庫施設が開業

大 阪 市 ・ 1993年3月 水 深10m以 上 岸壁 が60バ ー ス 、大 阪 港 1990年 、1991年

大阪港 は コンテナ埠頭 を始 め、ライナー埠頭 にかけて水深15

な どの港湾施 設や トラックター ミナル m岸 壁2バ ー ス

の整備、南港航空貨物 ター ミナル の整 を整備

備 が進み、海 陸空の物流拠点 として機

能 を整備 す る とともに1994年 、1995年

にア ジ ア太 平洋 トレー ドセ ン ター

ワール ド トレー ドセ ン ター ビル が 開業

神 戸 市 ・ 1993年3月 水深10m以 上 の岸 壁 が90バ ー ス、 関西

神戸港 国際空港 と神 戸港 をむす び海上ア クセ

スの基 地 と して 六 甲ア イ ラ ン ドに1994

年 に神戸航空貨物 ター ミナル を開業、

食 品輸入 の増加 に対応す る1995年 冷蔵

倉 庫 が 開 業 、 水 深15m岸 壁4バ ー ス、

復興特定事業であ る 「上海 ・長江交易

促 進事業 プロジェク ト」 を推進す るた

めに神 戸港 に設け る交易地区 として位

置 付 け られ 、 か つ 、1999年 に 中国 を 中

心 とす る輸入貨物 を対象 として、荷捌

き、保 管、流通加 工な どの高度 な物流

機能 を有す る神 戸港 国際流通セ ンター

が開業

島根県+ 1995年3月 水 深13m岸 壁1バ ー ス 、水 深10m岸 壁1

鳥 取 県 ・ バー ス、境 港 貿 易セ ン ター 物 流倉 庫 、

境港 夢み な とタワー を開業

山 口県 ・ 1994年3月 水 深10m以 上 の 岸 壁 が8バ ー ス 、1994

下関港 年 に は低 温倉 庫 施設 、1996年 に山 口県

国際総合セ ンターが開業

愛 媛 県 ・ 1993年3刀 水 深10m以 上 が4バ ー ス 、1996年 に 愛

松山港 媛国際物流セ ンター、愛媛 国際貿易セ

ン ター が開 業
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高 知 県 ・ 1995年3月 水深7.5m以 上 の岸 壁 が8バ ー ス 、水 深

高知港 14rnが1バ ー ス 、 水 深12m岸 壁 が1バ ー

ス1998年 に高知 新 港輸 入 物 流 セ ンター

が開業

北九州市・ 1993年3月 水 深10m以 上 の 岸 壁 が20バ ー ス 、1996

北九州港 年 に北 九州 国際 物流 セ ンター 、1998年

に ア ジ ア太 平 洋 イ ン ポ ー トマ ー ト、

2000年 に小 倉 流 通セ ンター が 開業 され

た 。

熊 本 県 ・ 1995年3月 水 深4.5m岸 壁 が2バ ー ス 、 水 深5.5m

熊本港 岸 壁 が3バ ー ス 、7.5m岸 壁1バ ー ス と

ともに熊本物流セ ンターが開業

大 分 県 ・ 1994年3月 水 深10m以 上 の岸 壁 が5バ ー スお よび

大分港 大型冷凍冷蔵倉庫 、食 品流通加 工セ ン

タ ー が1996年 、1998年 に 開 業

石 川 県 ・ 1994年12月 2,700m滑 走路 、 貨 物 上 屋 、 国 際 線 貨

小松飛行 物 ター ミナ ル

機場

大 阪府 ・ 1993年3月 滑 走 路3,500m、 生 鮮 貨 物 の輸 入 に対

関西空港 応するために りん くう国際物流センター

を開業

岡 山 県 ・ 1994年3月 滑 走 路2,000mか ら2,500mに 延 長 、 2001年 に滑走 路

岡山空港 1996年 に岡 山空 港航 空貨 物 ター ミナ ル 3,000mの 整 備

が開業

広 島県 ・ 1994年3月 滑 走 路2,500m、 国 際物 流 セ ン ター を 2001年 に滑 走 路

広島空港 開業 3,000m延 長 の整i

備

出所:(社)日 本港 運協 会 、 「数 字で見 る港湾2002年 」2002年 、182p、 総務省 の資料 「地域

輸 入促進 に関する政策評価 書」2003年 により再作成
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2)FAZ地 域 の機能 による類型

FAZの 選 定は、 中枢 国際港湾お よび中核 国際港湾 と ともに港湾 ・空港 の大都 市拠

点空港、地域拠点空港お よび地方空港な どの特性や港湾行政上 の位 置付 けか ら行わ

れ ほぼ同 じである。つ ま り、産業や人 口が集 中 してい ることか ら輸入貨物 の需要が

大 きい① 大都市型 と②地方型 に分 け られ 、輸入機能 が強化 してお り、すでに輸入貨

物 の実績 があ る③既存機能支援型 とFAZの 計画 によ り輸入 の拡大が期待 され る④新

規 開発型 お よび⑤港湾 ・空港の新規開発型 として港 と空港が同時に指定 された地域

である。

(1)FAZの 類型

①大都 市型:日 本 の代表的な貿易港であ り、 中枢港湾で ある。そ して、輸 出拠点

港湾 にあ りなが ら、FAZ指 定 によるFAZの 機能 を活用す るこ とか ら輸

入晶物流拠点地 とともに積極的な輸入促進事業に よ り国際物流 のハブ

港湾 が求 め られ る。 一指定地域1横 浜港、大阪港 、神 戸港 、北九州港

な どの中枢港湾 である

②地方型 背後 に大 きな輸入市場 を抱 えなが らも、商業港 としての機能 を十分

に活かせ ない地域 で あるが、FAZ指 定によ り新 たな物流拠点 を図 って

い る。

一指定地域1川 崎港、関西空港

③既存機能支援型;承 認す る ときに外貿 定期 コンテナ航路や国際定期航 空航路線が

開設 とともに相 当の輸入実績 がある地域 として中核港湾 を中心に指定

され輸入促進 事業 、輸入促進基盤整備事業 を行 い地域経済活性化 と国

際物流 中心港 を 口指 してい る。 一指定地域1清 水港 、新潟港 、塩釜港

な どの中核港湾 が指定 され ている。

④新規開発型:輸 入実績 が少 ない地方 におけるFAZに よる地域振興 お よび地域国際

化 を狙 ってい る。 一指定地域1八 戸港 、大分港、松 山港、舞鶴港な ど

とともに長崎空港 、新千歳空港で ある。

⑤港湾 ・空港 ・新規開発型:あ る地域 に同時に港湾 と空港 をFAZ指 定す る新規開発

型で仙台空港が第1号 で ある。

3)FAZ地 域 における輸入促進事業 の状況

FAZ法 を実施後 のFAZに おいての輸入促進事 業に よる輸入実績 は下記の通 りで あ

る(表3-1)。
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(1)輸 入 量

政 策 の施 行 に よ る港 湾FAZ地 域 に お け る輸入 量 の 実績 を見 る と1987年 か ら1992年

ま で6年 間 の平 均 輸 入 量 が約2億1,042万 トン に対 し、 政 策 の施 行 後 の1994年 か ら

11年 ま で の6年 間 の 平均 輸 入 量 が約2億2,960万 トンで9%の 増 加 率 で あ る が 、港

湾 の非FAZ全 体 の増加 率 の15%に 対 して下 回 っ て い る。

空 港FAZの 輸 入 量 に つ い て は 、142%の 増加 率 で あ り、 空 港 非FAZの 全 体 の増 加

率 の42%に 対 して は大 き く上 回 って い る。

(2)輸 入 額

FAZ政 策 の施 行 前 後 にお け る港 湾FAZの 輸 入 額 の変 化 につ い て み る と、1986年 か

ら1992年 ま で の 平 均輸 入 額 が約9兆2,835億 円に 対 して 、政 策 の施 行後 の1994年 か

ら1999年 ま で の6年 間 の 平均 輸 入 額 が約10兆3,224億 円 で11%の 増 加 率 で あ る が 、

港 湾 の非FAZ全 体 の 増加 率 の15%を 下回 って い る。

空 港FAZの 輸 入 額 につ い て は 、69%の 増 加 率 で空 港非FAZの 全 体 の増 加 率 の70%

に対 して は下 回 っ て い る。

表3-1輸 入量 および輸入額の施行前後の比較

区分 輸 入 量(ト ン) 輸入額(百 万円)

政策施行前

平均輸入量

政策施行後

平均輸入量

増加

率 ・%

政策施行前

平均輸入額

政策施行後

平均輸入額

増加

率 ・%

港湾の
FAZ

210,417,575 229,599,053 9 9,283,493 la,322,422 11

港湾非
FAZ

563,657,479 649,098,087 15 13,737,343 15,738,694 15

空 港
FAZ

121,465 294,468 142 843,536 1,426,231 69

空港非
FAZ

73Q,699 1,038,896 42 4,465,?05 7,599,630 70

出所:総 務省の資料 によ り再作成
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以上FAZと 非FAZの 輸入量 と輸入額 をみ る と港湾 を中心にす るFAZに お ける輸入

は若干増加 した もののFAZ地 域での輸入 が著 しく拡大 した とは言 えないのである。

一方、空港FAZ地 域の輸入貨物 は非FAZ地 域 とともに高 い増加率 を示 して してお り、

港湾FAZに お ける増加率 と比べ 、その伸び率は著 しい ものが見 られ る。

4.輸 入 促 進 地 域 の 課 題

FAZ法 は輸入 の促進 お よび対 内投資の円滑化 を図 るために施行 され たので ある。

前節 で述べた よ うに輸入促進事業は国際貿 易に生 じる貿易不均衡 を解 消 し、円滑な

輸入貨物流通 を 目指 して押 し進 め られたのであ る。 しか し、輸入製 品は、FAZ地 域

とともに非FAZ地 域 で も増加 してお り、輸入貨物 を円滑に流通 させ るためには下記

の調査 で示 した問題 点 を改善す る必要 がある。港湾管理運営 におけ る荷主の主 な要

望 については1990年 、1998年 、2003年 の調査で示す よ うに輸入貨物 の円滑な流通が

遅れの要因を指摘 してい る(表4-1)。

表4-1港 湾管理運営 における荷主 の主な要望

1990年(日 本 国際 フ レイ 1998年(ジ ェ トロ ・物 流 2003年(国 土交 通 省 ・物

トフォ ワー タ ・輸 入促 進 コス ト比 較調 査) 流の効 率化 を 目指 して物

のための海外物流調査報 流 関係者 に対 してのピア

告書) リング調査)

一他 法令 、消 費税 、 内国
一港湾利 用時間の延長 一休 日荷 役 作 業CYオ ー

税 、通 関などが非 常に複
・一港 湾利用料金が諸外 国 プン時間の延長を積極的

雑な仕組みになっている 港湾 より高い に実施
一特 定業者偏 重施策では 一荷役 時間の延長 一港湾運送事業の新規参

なく、小企 業者 にも利 用 一貨物到着前の貨物の引 入の拡大

できる施設や制度を導入 取許可 一 コンテナ搬 出入 に時 間

一海 運
、海 貨 、 港 湾 にお

一保 税地域主義の見直 し がかかりすぎる

ける総合的な情報管理お 一検 査 ・検 疫 な どの他 法 一CYの 慢性 的な混 乱の

よび手続 きによ り料 金 の 令に関する同時並行 解消

適正化、通関業務の電算 一関税納付先行 主義の見 一通関手続きの時間延長

化 によ り通 関手続 きの迅 直 し
一一IT化 を 進 め

、 手 続 き 、

速化 一通関時間の延長 作業などの効率化
丁 湾施 設拡充お よび港 一通 関手続 きの情報化の 一 港 湾 サ・一ビスお よび 港

湾利用金の低廉化 迅速に拡大実施 湾機能強化
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一検査 ・検疫の簡素化お 一倉庫業の料金規制の事

よび輸 入促進 の側 面にお 前届制の見直 し

いて他 法令 関係の見直 し

g入貨物の保 管施設の

不足

出所:社 団法 人JIFFA「 輸 入促 進 のた め の海 外 物流 調査 報告 書」1990年 、 ジェ トロ、 「物 流

コス ト比較 調 査 」1998年 、 国土 交通省 、 「規 制 緩和 に関す る関係 者 の ヒア リング調

査結 果」2003年 、 一マ リンタイ ムデー リー ニ ュー ス2003年5月26日 、6 一月17日 ～18日

付 けに よ り作 成

以上 のこ とか ら、イ ンフラ施設整備 とともに制度 の手続 きの簡素化お よび規制緩

和 の必要性 がある。そ こで、FAZに お ける輸入促進 地域 の既存 のFAZの 輸入促進事

業 を活か して輸入貨物 の円滑な流通 を図 りなが ら、地域経済の活性化お よび国際貿

易構 造の変化 に対応す るために今後 は次の よ うなこ とが課題 として考 え られ る。

第1に 、ITシ ステ ムに よる 「大都 市型」FAZ地 域 と 「地方型 」FAZ地 域 間の輸入

貨物 についての情報 を迅速 に相互交換ができるよ うに連携 をす ることか ら輸入貨物

の円滑な流通 を図 ることであ る。

第2に 、 「既 存機 能支援型 」地域 のFAZを 活性 化 させて 、港湾利用料 の低廉化 、

通関手続 きの簡 素化 、ITシ ステム化 とともに 「新規開発型」ハブ港湾 ・空港 ととも

に近 隣のFAZと の差別化お よびハー ド側面 とソフ ト側面の整備 の推進 によ り荷主の

ニーズに適切に対応 が可能な港湾利用者が使いやす い港湾 ・空港 を作 ることである。

第3に 、FAZ地 域の総合保税地域制度 の導入 を拡大す るべきである。既 存の保税

地域で は保税倉庫、保税工場、保税展示場な どの別 々に施設が設 け られ てい ること

か ら貨物 を保税扱 いのまま移動す るためには保税運送の許可が必要である。 一方 、

総合保税地域で は、事業者 は外 国貨物 を搬 出す るまでの関税、消費税 な ど、間接税

の納付 が留保 され ることか ら物流 コス トの軽減や リ,_._..ドタイムの短縮 な どのメ リッ

トがあ る。 しか し、総合保税地域の指定には、土地 、施設お よび加工 ・展示 ・倉庫

施 設を設 けるな ど一定の要件 があるために参入 が困難で あるこ とか ら要件 の緩 和 を

検討 しなければな らない。 さらに、輸入促進 事業は中小企業な どの官民の参入 で行

われ る事業であ るこ とか ら輸入促進 地域 の活性化 のために事業者 に対す る優遇措 置

の拡大お よびFAZの 運営支援 とともに国際貿易構造 の変化 一国際分業、 日本の海外

生産 の拡大 一に よ り輸入製品は、今後 も引き続 いて増加す るこ とか らFAZ地 域 の輸

入促進基盤施設 を効 率的に運営す るべ きで ある。
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5.む す び

本研究では、輸入貨物 が集 中 している地域 にお ける輸入 関連イ ンフラの整備 の促

進お よび輸入貨物流通促進事業に よるFAZ法 に基づ き、効果 的な輸入促進事 業を行

うことで国際貿易の貿易不均衡 の解 消を図 りなが ら、 日本 の港湾の国際競争 力お よ

び物流 コス トの軽減や貨物 リー ドタイ ムの短縮 につ いてFAZ機 能 のメ リッ トを積極

的に活用す ることを検討 してみたのである。

輸 出入貨物 の98%以 上が海上輸送 で行われている 日本では、港湾の管理運営に よ

り国内 ・国際経 済は大 きく影響 を受 け る。港湾 には、物流機能、商業 的機能、情報

的な機能 、サー ビス、公務的な機能 が集積 されてい る。 さらに、FAZ法 は、既存機

能 をよ り活かす ことともに総合保税 地域 内の手続 きの制度 を緩和す ることによ り企

業の活動が有利 に展開 され る4。

したがって、輸入促 進事業 による輸入製 品の増加 に ともない不可欠 な要件 は近年

の輸入製 品の多様多種品、小 口、多頻度 出荷 とい う特徴上か ら荷捌 き、高度 な保 管

施設お よび効率的な荷役作業時間のための コンテナ ター ミナル の弾力的な稼働 体制

お よび効率的な官民 の管理運営お よび簡素 な通関手続 き並び他法令 関連 手続 きの同

時並行 、そ して、現在 四つ のFAZ(大 阪港 、松 山港 、横浜港、川崎港)に 指定 して

いる総合保税地域 を他 のFAZ地 域 に も拡大 の推 進 を計 るこ とであ る。つ ま り、FAZ

制度の機能 を活か し、円滑な輸入貨物流通 を実現す ることか ら低下 している 日本港

湾 を活性化 させ て こそ国際競争力が生み出 され ると考 え られ る。
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